
 

 個人情報を記載する書類の誤配付について 

 

このたび、当センター免疫リウマチ科において、個人情報が記載された血液検査の結果票

（以下「書類」という。）を誤配付するという事案が発生しました。このような事態を招き

ましたことをお詫び申し上げるとともに、再発防止に取り組んでまいります。 

 

１書類に記載されていた個人情報 

患者Bの氏名、患者番号（ＩＤ）、血液検査結果等 

 

２事案の経過 

○令和5年6月8日 

免疫リウマチ科外来を受診された患者Ａから「受け取った書類が他人のものである」旨の当

センターあて電話があり、確認したところ、同日、主治医が誤って患者Bの書類を印刷し、

医師事務作業補助者を通して患者Aに配付したことが判明した。 

主治医から患者Ａあて電話にて謝罪。 

主治医等が患者Ａ宅を訪問し、書類を回収した。再度謝罪し、了承を得た。 

主治医等が患者Bあて電話にて経過説明及び謝罪を行い、了承を得た。 

（※患者Ａの書類は、患者Ｂに交付されていない。） 

 

3誤配付の原因 

書類を患者に手交する際、主治医が本人確認を怠った。 

 

４再発防止策 

全職員に個人情報の取扱いに関し、患者さんへの書類交付時の本人確認を徹底する旨の注意

喚起を総長･病院長通達にて行った。 

外部有識者を講師とした個人情報保護に関する研修会を実施し、全職員が必須受講とする。 


